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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜姿勢をとり、給送される媒体を載置する状態である開状態と、閉じた状態である閉
状態と、を切り換え可能な媒体載置部と、
　前記媒体載置部において媒体を載置する載置面に対し反対側の背面の一部と当接するこ
とにより、前記媒体載置部を背面側から支持可能な支持状態と、前記媒体載置部を支持し
ない非支持状態と、を切り換える動作が可能であるとともに、前記媒体載置部の前記閉状
態から前記開状態への切り換わりに伴って前記非支持状態から前記支持状態に切り換わる
動作を行い、前記支持状態において前記媒体載置部から受ける反力の方向へは変位が規制
される支持部材と、
を備えた媒体給送装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の媒体給送装置において、前記支持部材は、前記媒体載置部の移動に伴
って回動することにより前記支持状態と前記非支持状態とが切り換わる、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の媒体給送装置において、前記媒体載置部は、前記支持
部材と係合する係合部を備え、
　前記媒体載置部が前記閉状態から前記開状態に切り換わる過程において、前記係合部が
前記支持部材を前記非支持状態から前記支持状態に切り換える、
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ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の媒体給送装置において、前記媒体載置部は、前記支持部材と係合する
係合部を備え、
　前記支持部材は、回動することにより前記支持状態と前記非支持状態とが切り換わると
ともに、前記非支持状態において上部に回動支点を、下部に前記係合部と係合可能な当た
り面を有し、
　前記当たり面は、下部が鉛直上方に向かって装置背面側から装置前面側に向かうオーバ
ーハング状の面で形成され、
　前記媒体載置部が前記閉状態にあるとともに前記支持部材が前記非支持状態にある状態
から、前記媒体載置部が前記開状態に向かって鉛直上方に変位する際、前記係合部が前記
当たり面を装置後方側に押し退けて前記支持部材を装置後方側に回動させることにより、
前記支持部材が前記支持状態に切り換わる、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の媒体給送装置において、前記媒体載置部
の側部に設けられた複数の突起と、
　前記複数の突起を案内するガイド溝と、を備え、
　前記突起が前記ガイド溝に案内されることにより、前記媒体載置部が前記開状態と前記
閉状態とに切り換わる、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の媒体給送装置において、前記ガイド溝は、上下方向に延びるとともに
、下部に前記突起を位置決めして前記媒体載置部を前記閉状態に保持する第１位置決め部
を、上部に前記突起を位置決めして前記媒体載置部を前記開状態に保持する第２位置決め
部をそれぞれ備え、
　前記媒体載置部は、前記突起が前記第２位置決め部で位置決めされることで前記傾斜姿
勢をとって前記開状態となり、前記突起が前記第１位置決め部で位置決めされることで垂
直姿勢をとって前記閉状態となる、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の媒体給送装置において、前記第２位置決め部に位置決めされる前記突
起は、下側に位置する第１突起と、上側に位置する第２突起と、を含み、前記第１突起及
び前記第２突起が前記第２位置決め部に位置決めされることにより、前記媒体載置部が前
記傾斜姿勢をとり、
　前記第１突起から、前記媒体載置部が前記支持部材によって支持される被支持位置まで
の距離は、前記被支持位置から前記媒体載置部の上端部までの距離より長い、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の媒体給送装置において、前記支持部材が
、前記媒体載置部を前記載置面側から抱え込む形状を成し、前記媒体載置部に載置された
媒体の送り出し方向と交差する媒体幅方向において少なくとも前記媒体載置部の端部を除
く位置で前記媒体載置部を支持する、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の媒体給送装置において、前記支持部材が、前記媒体幅方向において前
記媒体載置部の背面の全域に亘って延びる形状を成す、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の媒体給送装置において、前記媒体載置部
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が前記開状態にあるとともに前記支持部材が前記支持状態にある際、前記支持部材は、装
置前後方向において前記媒体載置部から非突出状態となる、
ことを特徴とする媒体給送装置。
【請求項１１】
　媒体に記録を行う記録手段と、
　前記記録手段に向けて媒体を給送する、請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載
の媒体給送装置と、
を備えた記録装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体を給送する媒体給送装置、及びこれを備えた、ファクシミリやプリンタ
ー等に代表される記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリやプリンターに代表される記録装置では、給送される媒体を支持する(載
置する）トレイが設けられる。トレイは開閉自在に設けられ、開いた状態において給送さ
れる媒体を支持する。トレイの開状態は、特許文献１記載のシートトレイの様に傾斜姿勢
をとる場合があり、また特許文献１記載のシートトレイは、連結部材によって傾斜姿勢を
維持する様に設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５０１３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えばビジネス用途のプリンターでは、セット可能な用紙の大容量化が望まれる。そし
て上記の様に連結部材によって傾斜姿勢を維持するシートトレイに対し多数枚の用紙を載
置すると、シートトレイに撓みが生じ、用紙の姿勢を良好に保持できない場合が生じ、ひ
いては給紙不良を招く虞もある。
【０００５】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑み成されたものであり、その目的は、多数枚の媒体を
より確実に載置することのできる媒体給送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る媒体給送装置は、給送される媒体
を載置する状態である開状態と、閉じた状態である閉状態と、を切り換え可能な媒体載置
部と、前記媒体載置部を背面側から支持する支持状態と、前記媒体載置部を支持しない非
支持状態と、を切り換え可能であるとともに、前記媒体載置部の前記閉状態から前記開状
態への切り換わりに伴って前記非支持状態から前記支持状態に切り換わる支持部材と、を
備えたことを特徴とする。
【０００７】
　本態様によれば、媒体を載置する媒体載置部は、支持部材によって背面側から支持され
るので、前記媒体載置部は荷重に対する耐性が向上し、多数枚の媒体を載置した際の撓み
を防止することができ、或いはその撓みを抑制することができ、その結果多数枚の媒体を
確実に載置することができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記支持部材は、回動することにより前
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記支持状態と前記非支持状態とを切り換えることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記支持部材は、回動することにより前記支持状態と前記非支持状態
とを切り換えるので、前記支持部材の状態切り換えを、構造簡単にして低コストに実現す
ることができる。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、第１のまたは第２の態様において、前記媒体載置部は、前記支
持部材と係合する係合部を備え、前記媒体載置部が前記閉状態から前記開状態に切り換わ
る過程において、前記係合部が前記支持部材を前記非支持状態から前記支持状態に切り換
えることを特徴とする。
【００１０】
　本態様によれば、前記媒体載置部は、前記支持部材と係合する係合部を備え、前記媒体
載置部が前記閉状態から前記開状態に切り換わる過程において、前記係合部が前記支持部
材を前記非支持状態から前記支持状態に切り換えるので、前記媒体載置部の状態切り換え
に連動して前記支持部材の状態を切り換える為の手段を構造簡単にして低コストに得るこ
とができる。
【００１１】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記媒体載置部の側
部に設けられた複数の突起と、前記複数の突起を案内するガイド溝と、を備え、前記突起
が前記ガイド溝に案内されることにより、前記媒体載置部が前記開状態と前記閉状態とを
間を切り換えることを特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、前記突起が前記ガイド溝に案内されることにより、前記媒体載置部が
前記開状態と前記閉状態とを切り換えるので、前記媒体載置部の状態を切り換える構成を
構造簡単にして低コストに得ることができる。
【００１３】
　本発明の第５の態様は、第４の態様において、前記ガイド溝は、上下方向に延びるとと
もに、下部に前記突起を位置決めして前記媒体載置部を前記閉状態に保持する第１位置決
め部を、上部に前記突起を位置決めして前記媒体載置部を前記開状態に保持する第２位置
決め部をそれぞれ備え、前記媒体載置部は、前記開状態において傾斜姿勢をとり、前記閉
状態において垂直姿勢をとることを特徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記媒体載置部が、上下方向のスライド動作と回動動作との双方を介
して状態切り換えを行うので、前記媒体載置部の閉状態において当該媒体載置部が装置上
方に突出することを回避でき、装置の小型化を図ることができる。
【００１５】
　本発明の第６の態様は、第１から第５の態様のいずれかにおいて、前記支持部材が、前
記媒体載置部に載置された媒体の送り出し方向と交差する方向において少なくとも前記媒
体載置部の端部から中央寄りの位置で前記媒体載置部を支持することを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記支持部材が、前記媒体載置部に載置された媒体の送り出し方向と
交差する方向において少なくとも前記媒体載置部の端部から中央寄りの位置で前記媒体載
置部を支持するので、前記交差する方向における前記媒体載置部の撓みを効果的に抑制で
きる。
【００１７】
　本発明の第７の態様は、第６の態様において、前記支持部材が、前記交差する方向にお
いて前記媒体載置部の背面の全域に亘って延びる形状を成すことを特徴とする。　
　本態様によれば、前記支持部材が、前記交差する方向において前記媒体載置部の背面の
全域に亘って延びる形状を成すので、前記交差する方向において前記媒体載置部を広範囲
或いはより多くの位置で支持することができ、その結果前記媒体載置部の撓みをより確実
に抑制できる。
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【００１８】
　本発明の第８の態様は、第１から第７の態様のいずれかにおいて、前記媒体載置部が前
記開状態にあるとともに前記支持部材が前記支持状態にある際、前記支持部材は、装置前
後方向において前記媒体載置部から非突出状態となることを特徴とする。
【００１９】
　本態様によれば、前記媒体載置部が前記開状態にあるとともに前記支持部材が前記支持
状態にある際、前記支持部材は、装置前後方向において前記媒体載置部から非突出状態と
なるので、前記支持部材が装置の設置スペースを拡大させず、装置の設置場所の自由度が
向上する。
【００２０】
　本発明の第９の態様は、媒体に記録を行う記録手段と、前記記録手段に向けて媒体を給
送する、第１から第８の態様のいずれかに係る媒体給送装置とを備えたことを特徴とする
。　
　本態様によれば、記録装置において、上記第１から第８の態様のいずれかと同様な作用
効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図である。
【図２】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図である。
【図３】閉じた状態のトレイを後方側から見た斜視図である。
【図４】スライドした状態のトレイを後方側から見た斜視図である。
【図５】スライドして開いた状態のトレイを後方側から見た斜視図である。
【図６】スライドして開いた状態のトレイとトレイから引き出された延長トレイとを後方
側から見た斜視図である。
【図７】閉じた状態のトレイ及びサポートを示す側面図である。
【図８】スライドしたトレイ及びサポートを示す側面図である。
【図９】スライドして開いた状態のトレイ及びサポートを示す側面図である。
【図１０】トレイ又はサポートを位置決めするための、装置本体の軸穴及びガイド溝を示
す側断面図である。
【図１１】閉じた状態のトレイ及びサポートを示す側断面図である。
【図１２】スライドしたトレイ及びサポートを示す側断面図である。
【図１３】スライドして開いた状態のトレイ及びサポートを示す側断面図である。
【図１４】トレイを支持するサポートとトレイとが当接する部位の断面を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明するが、本発明は、以下説明する実施
形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々の変形が可能
であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることを前提として、以下本発明の
一実施形態を説明するものとする。
【００２３】
　図１は本発明に係る「記録装置」の一実施形態であるインクジェットプリンター（以下
「プリンター」と言う）１の外観斜視図、図２はプリンター１の用紙搬送経路を示す側断
面図である。
【００２４】
　尚、各図に示すｘ－ｙ－ｚ直交座標系は、ｘ方向及びｙ方向が水平方向であり、このう
ちｘ方向は用紙幅方向であり、またキャリッジ２６の移動方向（主走査方向）であり、ま
た装置左右方向でもある。またｙ方向は用紙搬送方向であり、また装置奥行き方向でもあ
る。更に、ｚ方向は重力方向であり、装置高さ方向でもある。また、以下、ｘ方向のうち
、図１中の左奥側を装置左側とし、ｘ方向のうち、図１中の右手前側を装置右側とする。
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さらに、以下、ｙ方向のうち、図１中の左手前側を装置前方側と称し、ｙ方向のうち、図
１中の右奥側を装置後方側（背面側）とする。
【００２５】
　以下、図１及び図２を参照しつつプリンター１の全体構成について概説する。プリンタ
ー１は、媒体の一例としての記録用紙Ｐにインクジェット記録を行う装置本体２と、その
上部に設けられるスキャナーユニット３とを備えて成る。　
　装置本体２には、複数枚の記録用紙Ｐを収容する用紙カセット４（図１では図示省略）
が着脱可能に設けられ、この用紙カセット４から、記録用紙Ｐを１枚ずつ給送する。また
、装置本体２の前面には、各種の指令や設定を行うための操作パネル７が設けられている
。
【００２６】
　装置本体２の後方には、開いた状態で給送される記録用紙Ｐを載置するトレイ６１及び
延長トレイ６２、並びにカバー６３が設けられている。
【００２７】
　以下、主として図２を参照しつつプリンター１の用紙搬送経路上の構成について説明す
る。プリンター１は、装置本体２の底部に設けられた用紙カセット４からの用紙給送経路
と、装置本体２の後方上部に設けられた給送装置１０からの用紙給送経路とを備えている
。図２における破線は、給送装置１０から給送される記録用紙Ｐの通過軌跡である。
【００２８】
　以下、先ず用紙カセット４からの用紙給送経路について説明する。符号３０、３２はそ
れぞれ、不図示のモーターによって回転駆動される第１給送ローラーと第２給送ローラー
とを示している。用紙カセット４が装着された状態において、当該用紙カセット４の先端
上方に、第１給送ローラー３０と第２給送ローラー３２とが位置する様に構成されている
。
【００２９】
　用紙カセット４の底部には、揺動軸６ａを中心に揺動することにより、収容された記録
用紙Ｐを押し上げるホッパー６が設けられており、このホッパー６が記録用紙Ｐを押し上
げることで、収容された記録用紙Ｐのうち最上位のものが第１給送ローラー３０に接触で
きる様になっている。従ってこの状態で第１給送ローラー３０が回転（正転）することに
より、用紙カセット４から記録用紙Ｐが送り出される。
【００３０】
　用紙カセット４において用紙送り出し方向の端部には分離ローラー８が設けられており
、用紙カセット４が装着されると、分離ローラー８が第２給送ローラー３２と接触する。
これにより、第１給送ローラー３０によって送り出された記録用紙Ｐは、分離ローラー８
と第２給送ローラー３２との間でニップされ、分離される。
【００３１】
　第２給送ローラー３２の下流側には、記録用紙Ｐを搬送する第１中間ローラー３４と、
第２中間ローラー３６とが設けられており、用紙カセット４から送り出された記録用紙Ｐ
は、第１中間ローラー３４及び第２中間ローラー３６から搬送力を受けて、下流側へ搬送
される。　
　尚、符号３７ａ、３７ｂは、第１中間ローラー３４との間で記録用紙Ｐをニップして従
動回転する従動ローラーであり、符号３７ｃは、第２中間ローラー３６との間で記録用紙
Ｐをニップして従動回転する従動ローラーである。
【００３２】
　第２中間ローラー３６の下流側には、搬送ローラー対３９が設けられており、当該搬送
ローラー対３９ローラーにより、記録用紙Ｐが記録領域に送られる。　
　搬送ローラー対３９の下流側には、記録用紙Ｐにインクを吐出する記録ヘッド４５と、
記録用紙Ｐを支持する支持部材４１とが設けられている。記録ヘッド４５は、用紙幅方向
（主走査方向）に駆動されるキャリッジ４６の底部に設けられている。
【００３３】
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　支持部材４１と記録ヘッド４５とが対向する領域（記録領域）の下流には、第１排出ロ
ーラー対４２と第２排出ローラー対４３とが設けられており、記録の行われた記録用紙Ｐ
は、これら排出ローラー対によって排紙受けトレイ５に向けて排出される。
【００３４】
　次いで、本発明に係る「媒体給送装置」の一実施形態である給送装置１０からの用紙給
送経路について説明する。給送装置１０はフレーム１２によって装置の基体が構成されて
おり、このフレーム１２に、複数枚の記録用紙Ｐを傾斜姿勢で支持するホッパー１６が設
けられている。トレイ６１及び延長トレイ６２は、フレーム１２及びホッパー１６の背面
上部に、伸縮（スライド）及び開閉自在に設けられ、スライドして開いた状態で、給送さ
れる記録用紙Ｐを載置する。
【００３５】
　ホッパー１６は、不図示の揺動軸を中心に揺動可能に設けられており、揺動することに
より、支持した記録用紙Ｐを押し上げる。ホッパー１６が記録用紙Ｐを押し上げることで
、支持された記録用紙Ｐのうち最上位のものが給送ローラー１４に接触できる。従ってこ
の状態で給送ローラー１４が回転（正転）することにより、ホッパー１６上から記録用紙
Ｐが送り出される。給送ローラー１４の回転軸である軸１５は、不図示の駆動手段から動
力を受ける。
【００３６】
　給送ローラー１４は、側面視略Ｄ形状を成しており、円弧状部分により記録用紙Ｐを給
送する。記録用紙Ｐ先端が搬送ローラー対３９に到達して当該搬送ローラー対３９によっ
て記録用紙Ｐが搬送される際は、平坦部が記録用紙Ｐと対向し、後述する分離ローラー１
７との間で記録用紙Ｐをニップしないように制御される。
【００３７】
　分離手段としての分離ローラー１７は、外周面が高摩擦材により形成されており、所定
の回転抵抗が付与されるとともに給送ローラー１４に向けて付勢された状態となっている
。そして記録用紙Ｐを給送ローラー１４との間でニップすることにより、給送されるべき
最上位の記録用紙Ｐと、これに連れられて重送されようとする次位以降の記録用紙Ｐとを
分離する。　
　給送ローラー１４によって送り出された記録用紙Ｐは、第２中間ローラー３６と従動ロ
ーラー３７ｃとによってニップされ、搬送ローラー対３９へと搬送される。
【００３８】
　次に、トレイ６１、延長トレイ６２及びサポート７１（図３～図６）について説明する
。給送装置１０において、サポート７１は、詳しくは後述するが給送される記録用紙Ｐが
載置される状態である開状態（開いた状態）とされたトレイ６１を背面側から支持するも
のであり、これにより多数枚の記録用紙Ｐをより確実に載置することができる。
【００３９】
　以下、図３～図６を参照しつつトレイ６１、延長トレイ６２及びサポート７１の構成に
ついて更に説明する。図３は閉じた状態のトレイ６１を後方側から見た斜視図、図４はス
ライドした状態のトレイ６１を後方側から見た斜視図、図５はスライドして開いた状態の
トレイ６１を後方側から見た斜視図、図６はスライドして開いた状態のトレイ６１とトレ
イ６１から引き出された延長トレイ６２とを後方側から見た斜視図である。
【００４０】
　トレイ６１は、媒体載置部の一例であり、給送される記録用紙Ｐを載置する状態である
開状態と、閉じた状態である閉状態と、を切り換え可能に構成されている。より詳細には
、トレイ６１は、装置本体２に対して伸縮及び開閉可能に設けられている。そしてスライ
ドして開いた状態とされたトレイ６１に記録用紙Ｐが載置され、この状態でトレイ６１に
載置された記録用紙Ｐが送り出される。
【００４１】
　延長トレイ６２は、トレイ６１の背面側に設けられ、トレイ６１の背面の溝をスライド
することにより、トレイ６１に対して伸縮自在とされている。延長トレイ６２の背面の上
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端の中央には、指をかけて延長トレイ６２の引き出しを容易にするための取っ手６４が形
成されている。
【００４２】
　カバー６３は、装置本体２に回動可能に設けられ、閉状態のトレイ６１の上方を開閉す
る。カバー６３は、トレイ６１の伸縮及び回動に伴って回動し、閉状態のトレイ６１の上
側を覆う状態と、トレイ６１の伸縮経路を開放する開状態と、を切り換える。
【００４３】
　トレイ６１の背面には、リブ６５、リブ６６、リブ６７及びリブ６８が形成されている
。リブ６５、リブ６６、リブ６７及びリブ６８は、それぞれ、縦長であって、トレイ６１
の厚さ方向に伸びて、載置された記録用紙Ｐの荷重を受ける。リブ６５は、トレイ６１の
背面左側の端部に形成されている。リブ６６は、トレイ６１の後面左側の端部から中央寄
りの位置に形成されている。リブ６７は、トレイ６１の背面右側の端部から中央寄りの位
置に形成されている。リブ６８は、トレイ６１の背面右側の端部に形成されている。
【００４４】
　トレイ６１の左側面であって、リブ６５の下側には、リブ６５から左側に張り出すよう
に係合部８２（図７～図９）が形成されている。またトレイ６１の右側面であって、リブ
６８の下側には、リブ６８から右側に張り出すように係合部８４（図５）が形成されてい
る。係合部８２及び係合部８４は、係合部の一例であり、サポート７１と係合する。トレ
イ６１が閉状態から開状態に切り換わる過程において、係合部８２及び係合部８４がサポ
ート７１を非支持状態（閉状態）から支持状態（開状態）に切り換える。
【００４５】
　サポート７１は、支持部材の一例であり、トレイ６１を背面側から支持する支持状態と
、トレイ６１を支持しない非支持状態と、を切り換え可能であるとともに、トレイ６１の
閉状態から開状態への切り換わりに伴って非支持状態から支持状態に切り換わる。サポー
ト７１は、回動することにより支持状態と非支持状態とを切り換える。より詳細には、サ
ポート７１は、開状態のトレイ６１を後面側（背面側）から支持する。
【００４６】
　サポート７１は、図４～図６、図１４に示す様に左右方向に伸びてトレイ６１の後面に
当接する当接部７１ａ、及び当接部７１ａの左右にそれぞれ配置され、当接部７１ａに交
差する方向に平行して伸びて、当接部７１ａと装置本体２とを接続する接続部７１ｂとか
らなる。すなわち、サポート７１は、装置前方側が開いたコの字状に形成されている。　
　サポート７１の当接部７１ａの内側には、左右方向に長い平面である支持面８５（特に
図１４参照）が形成されている。
【００４７】
　またサポート７１の左右には、係合部８２に向かい合う面である当り面８１（図７～図
９）と、係合部８４（図６）に向かい合う面である当り面８３（図６）が形成されている
。　
　図３に示される閉じた状態のトレイ６１に格納されている延長トレイ６２の取っ手６４
が引き上げられると、図４に示されるように、トレイ６１は、延長トレイ６２と共に上方
向にスライドする。このとき、係合部８２が当り面８１に当接し、また、係合部８４が当
り面８３に当接する。係合部８２及び係合部８４は、それぞれ、トレイ６１の上方向への
スライドに伴い、当り面８１及び当り面８３のそれぞれを持ち上げることになる。これに
よって、図４に示されるように、サポート７１は、装置本体２との回動軸（後述する突起
９１）を中心に回動し、上方に持ち上がって支持状態（開状態）となる。
【００４８】
　トレイ６１の上端が装置後方側に移動するように、トレイ６１が倒されると、図５に示
されるように、トレイ６１は上方に持ち上がったサポート７１によって、後方下向きの荷
重を受けるように支えられる。このとき、サポート７１の支持面８５がトレイ６１のリブ
６５、リブ６６、リブ６７及びリブ６８に当たることで、サポート７１が開状態のトレイ
６１を背面側から支持する。
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【００４９】
　図５に示される開いた状態のトレイ６１に格納されている延長トレイ６２の取っ手６４
がさらに後上向きに引かれると、図６に示されるように、延長トレイ６２は、トレイ６１
の背面に設けられた溝の中をスライドして、トレイ６１から後上向きにスライドする。
【００５０】
　次に、トレイ６１及びサポート７１の位置決めについて説明する。図７～図１０は、ト
レイ６１及びサポート７１のスライド軸及び回動軸を示す図である。図７は、閉じた状態
のトレイ６１及びサポート７１を示す側面図であり、図８は、上方に変位したトレイ６１
及びサポート７１を示す側面図であり、図９は、上方に変位して開いた状態のトレイ６１
及びサポート７１を示す側面図であり、図１０は、トレイ６１又はサポート７１を位置決
めするための、装置本体２の軸穴１０１及びガイド溝１０２を示す側断面図である。
【００５１】
　サポート７１の接続部７１ｂには、円柱状の突起９１が設けられている。尚、この突起
９１は、サポート７１の両側の接続部７１ｂに形成されているが、図７～図１０では一方
側の突起９１を示している。図７～図１０に示される他の構成も、サポート７１の両側に
設けられているが、同様に図示は省略する。トレイ６１に設けられた構成についても同様
である。
【００５２】
　トレイ６１の下端側には、円柱状の突起９２と突起９３が設けられている。なお、突起
９２及び突起９３は、突起９２と突起９３とを結ぶ線が、トレイ６１の前面及び後面に平
行となるように、トレイ６１の側面に配置されている。
【００５３】
　図１０に示されるように、装置本体２の後方上部に設けられている円柱状の軸穴１０１
には、サポート７１の突起９１が嵌められる。突起９１及び軸穴１０１によって、サポー
ト７１は、装置本体２に対して回動自在に支えられる。
【００５４】
　装置本体２の後側に設けられているガイド溝１０２には、トレイ６１の突起９２及び突
起９３が移動自在に嵌められる。ガイド溝１０２は、突起を案内するガイド溝の一例であ
り、軸穴１０１の下側に配置されている。ガイド溝１０２は、嵌められた突起９２及び突
起９３を案内する。ガイド溝１０２は、下側に配置されている縦長の溝からなる位置決め
溝１０３と、位置決め溝１０３の上に配置され、位置決め溝１０３から装置前側に伸びる
位置決め溝１０４と、位置決め溝１０４の上に配置され、位置決め溝１０４から上側に伸
び、端部において後上向きに曲がっている位置決め溝１０５とからなる。位置決め溝１０
５の上端は閉じられている。
【００５５】
　図７に示される閉じた状態のトレイ６１が上方にスライドすると、トレイ６１の突起９
２及び突起９３は、上下方向に伸びる位置決め溝１０３の中を移動するので、トレイ６１
は、真上方向に移動させられることになる。このとき、図７に示されるように、サポート
７１の当り面８１にトレイ６１の係合部８２が当り、係合部８２が当り面８１を真上に押
し上げるので、図８に示されるように、サポート７１は、軸穴１０１に嵌められた突起９
１を軸に、後側が持ち上がるように回動する。また、カバー６３は、真上方向に移動する
トレイ６１によって持ち上げられて、開く方向に回動する。
【００５６】
　トレイ６１が最も上方までスライドすると、トレイ６１の突起９２は、ガイド溝１０２
の上側の部分に形成されている位置決め溝１０５まで移動し、位置決め溝１０５の閉じら
れている上端に当接する。これにより、トレイ６１の最も引き出される位置が決められる
ことになる。
【００５７】
　最も引き出された位置のトレイ６１が後向きに倒されると、図１０に示されるように、
トレイ６１の突起９３は、前側に伸びる位置決め溝１０４の中を前側に移動する。これに
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より、開いた状態のトレイ６１の下端の位置が決められることになる。図９に示されるよ
うに、トレイ６１が開かれると、後側が持ち上がったサポート７１は、トレイ６１の後面
に当接してトレイ６１を支える。
【００５８】
　このように、トレイ６１の側部に突起９２及び９３を設け、複数の突起９２及び９３を
案内するガイド溝１０２を設け、突起９２及び９３がガイド溝１０２に案内されることに
より、トレイ６１が開状態と閉状態とを切り換えることができる。
【００５９】
　ガイド溝１０２は、上下方向に延びるとともに、ガイド溝１０２の下部に突起９２及び
９３を位置決めしてトレイ６１を閉状態に保持する位置決め溝１０３を、ガイド溝１０２
の上部に突起９２及び９３を位置決めしてトレイ６１を開状態に保持する位置決め溝１０
４及び１０５をそれぞれ設け、トレイ６１は、開状態において傾斜姿勢をとり、閉状態に
おいて垂直姿勢をとるようにできる。
【００６０】
　次に、サポート７１によるトレイ６１の支持について、図１１～図１４を参照してより
詳細に説明する。図１１は、閉じた状態のトレイ６１及びサポート７１を示す側断面図で
あり、図１２は、スライドしたトレイ６１及びサポート７１を示す側断面図であり、図１
３は、スライドして開いた状態のトレイ６１及びサポート７１を示す側断面図であり、図
１４は、トレイ６１を支持するサポート７１とトレイ６１とが当接する部位の断面を示す
断面図である。
【００６１】
　図１１に示されるように、トレイ６１が閉じられているとき、トレイ６１の後面に設け
られている、下向きに開いている鉤状の開き止め１２１が、サポート７１の前面に設けら
れている、上向きに開いている鉤状の開き止め１２２と噛み合う。これにより、トレイ６
１が閉じられているとき、サポート７１が後に開いてしまうことが防止される。トレイ６
１が閉じられているとき、図１１に示されるように、トレイ６１は、ホッパー１６の後に
位置する。
【００６２】
　トレイ６１が上にスライドされると、下向きに開いている鉤状の開き止め１２１が上に
移動するので、開き止め１２１と開き止め１２２との噛み合いが解除される。図１２に示
されるように、係合部８２及び係合部８４が、当り面８１及び当り面８３を持ち上げるの
で、サポート７１は、突起９１及び軸穴１０１からなる回動軸を中心に回動し、後側に持
ち上がる。
【００６３】
　引き出された位置のトレイ６１が後向きに倒されると、図１３に示されるように、サポ
ート７１の支持面８５がトレイ６１の後面に当たり、サポート７１はトレイ６１を支える
。トレイ６１が開状態にあるとともにサポート７１が支持状態にある際、サポート７１は
、前後方向においてトレイ６１から非突出状態となる。このとき、図１３に示されるよう
に、トレイ６１の下端とホッパー１６の上端とが、ホッパー１６の動きを妨げない程度に
近接して、トレイ６１の前面とホッパー１６の前面とは、１つの平面を形成する。これに
より、トレイ６１及びホッパー１６は、載置された複数枚の記録用紙Ｐを傾斜姿勢で支持
することができる。
【００６４】
　図１４に示されるように、サポート７１がトレイ６１を支えているとき、サポート７１
の支持面８５は、トレイ６１の後面に形成されているリブ６５、リブ６６、リブ６７及び
リブ６８に当接する。トレイ６１の厚さ方向に伸びているリブ６５、リブ６６、リブ６７
及びリブ６８は、トレイ６１に載置された記録用紙Ｐの荷重を受けるので、この荷重をサ
ポート７１の支持面８５が受けることになる。リブ６５及び６８がトレイ６１の端部に配
置され、リブ６６及び６７がトレイ６１の中央寄りに配置されているので、サポート７１
は、トレイ６１の端部にかかる荷重とトレイ６１の中央付近にかかる荷重とを受けること
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ができる。これによって、荷重によるトレイ６１の変形をより少なくすることができる。
【００６５】
　サポート７１が、トレイ６１に載置された記録用紙Ｐの送り出し方向と交差する方向に
おいて少なくともトレイ６１の端部から中央寄りの位置でトレイ６１を支持するようにで
きる。また、サポート７１が、交差する方向においてトレイ６１の背面の全域に亘って延
びる形状を成すようにできる。
【００６６】
　なお、サポート７１は、左右に分割された形状として、リブ６５及びリブ６６と、リブ
６７及びリブ６８とにそれぞれ当接して、トレイ６１を支えるようにしてもよい。
【００６７】
　以上のように、給送装置１０に、給送される記録用紙Ｐを載置する状態である開状態と
、閉じた状態である閉状態と、を切り換え可能なトレイ６１と、トレイ６１を背面側から
支持する支持状態と、トレイ６１を支持しない非支持状態と、を切り換え可能であるとと
もに、トレイ６１の閉状態から開状態への切り換わりに伴って非支持状態から支持状態に
切り換わるサポート７１とを設けるようにした。従って、記録用紙Ｐを載置するトレイ６
１は、サポート７１によって背面側から支持されるので、トレイ６１は荷重に対する耐性
が向上し、多数枚の記録用紙Ｐを載置した際の撓みを防止することができ、或いはその撓
みを抑制することができ、その結果多数枚の記録用紙Ｐを確実に載置することができる。
【００６８】
　また本実施形態では、サポート７１が、回動することにより支持状態と非支持状態とを
切り換えるようにしたので、サポート７１の状態切り換えを、構造簡単にして低コストに
実現することができる。
【００６９】
　また本実施形態では、トレイ６１に、サポート７１と係合する係合部８２を設け、トレ
イ６１が閉状態から開状態に切り換わる過程において、係合部８２がサポート７１を非支
持状態から支持状態に切り換えるようにしたので、トレイ６１の状態切り換えに連動して
サポート７１の状態を切り換える為の手段を構造簡単にして低コストに得ることができる
。
【００７０】
　また本実施形態では、トレイ６１の側部に設けられた突起９２及び９３と、突起９２及
び９３を案内するガイド溝１０２とを設け、突起９２及び９３がガイド溝１０２に案内さ
れることにより、トレイ６１が開状態と閉状態とを切り換えるようにしたので、トレイ６
１の状態を切り換える構成を構造簡単にして低コストに得ることができる。
【００７１】
　また本実施形態では、ガイド溝１０２は、上下方向に延びるとともに、下部に突起９２
及び９３を位置決めしてトレイ６１を閉状態に保持する位置決め溝１０３を、上部に突起
９２及び９３を位置決めしてトレイ６１を開状態に保持する位置決め溝１０４及び１０５
をそれぞれ設け、トレイ６１は、開状態において傾斜姿勢をとり、閉状態において垂直姿
勢をとるようにしたので、トレイ６１が、上下方向のスライド動作と回動動作との双方を
介して状態切り換えを行い、トレイ６１の閉状態において当該トレイ６１が装置上方に突
出することを回避でき、装置の小型化を図ることができる。
【００７２】
　また本実施形態では、サポート７１が、トレイ６１に載置された記録用紙Ｐの送り出し
方向と交差する方向において少なくともトレイ６１の端部から中央寄りの位置でトレイ６
１を支持するようにしたので、交差する方向におけるトレイ６１の撓みを効果的に抑制で
きる。
【００７３】
　また本実施形態では、サポート７１が、交差する方向においてトレイ６１の背面の全域
に亘って延びる形状を成すようにしたので、交差する方向においてトレイ６１を広範囲或
いはより多くの位置で支持することができ、その結果トレイ６１の撓みをより確実に抑制
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【００７４】
　また本実施形態では、トレイ６１が開状態にあるとともにサポート７１が支持状態にあ
る際、サポート７１は、装置前後方向においてトレイ６１から非突出状態となるようにし
たので、サポート７１が装置の設置スペースを拡大させず、装置の設置場所の自由度が向
上する。
【符号の説明】
【００７５】
　１　インクジェットプリンター、２　装置本体、３　スキャナーユニット、４　用紙カ
セット、５　排紙受けトレイ、６　ホッパー、６ａ　揺動軸、７　操作パネル、８　分離
ローラー、１０　給送装置、１２　フレーム、１４　給送ローラー、１５　軸、１６　ホ
ッパー、１７　分離ローラー、３０　第１給送ローラー、３２　第２給送ローラー、３４
　第１中間ローラー、３６　第２中間ローラー、３７ａ～３７ｄ　従動ローラー、３９　
搬送ローラー対、４１　支持部材、４２　第１排出ローラー対、４３　第２排出ローラー
対、４５　記録ヘッド、４６　キャリッジ、６１　トレイ、６２　延長トレイ、６３　カ
バー、６４　取っ手、６５　リブ、６６　リブ、６７　リブ、６８　リブ、７１　サポー
ト、８１　当り面、８２　係合部、８３　当り面、８４　係合部、８５　支持面、９１　
突起、９２　突起、９３　突起、１０１　軸穴、１０２　ガイド溝、１０３　位置決め溝
、１０４　位置決め溝、１０５　位置決め溝、１２１　開き止め、１２２　開き止め、Ｐ
　記録用紙

【図１】 【図２】
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